
令和７年度特別区競馬組合一般会計予算 

（総則） 

第１条 令和７年度特別区競馬組合一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1) 年間開催日数                           ９８日 

 (2) 発売場所 

    大井本場、オフト後楽園、オフト汐留、オフト京王閣、オフトひたちなか、オフト

大郷、新潟地区、オフト伊勢崎、山形地区、ＳＰＡＴ４、浦和、船橋地区、川崎地

区、北海道地区（道営）、北海道地区（ばんえい）、岩手地区、金沢、笠松地区、愛

知地区、兵庫地区、高知地区、佐賀地区、ＢＡＯＯ、オッズパーク、楽天競馬、 

ＪＲＡネット投票 

 (3) 総利用人員                        ２，４２４万人 

                       （うち大井競馬場入場者数 ４８万人） 

 (4) 大井競馬場において施行する競走数             １，１５６競走 

 (5) 他場本場における大井競馬場及び専用場外発売所場外発売 

    浦和本場、船橋本場、川崎本場、広域本場、ＪＲＡ本場 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収     入 

 第１款 営業収益                 ２１１，３４１，８８２千円 

  第１項 競馬開催収益              ２０１，５０２，７５０千円 

  第２項 場外業務収益                ９，７７２，２２８千円 

  第３項 その他営業収益                  ６６，９０４千円 

 第２款 営業外収益                    ６６１，８１４千円 

  第 1項 受取利息及び配当金               ５０８，７４８千円 

  第２項 分担金及び負担金                      １千円 

  第３項 補助金                     １２３，８３５千円 

  第４項 還付金                           １千円 

  第５項 長期前受金戻入益                 ２７，６８７千円 

  第６項 雑収益                       １，５４２千円 

 第３款 特別利益                           ３千円 

  第１項 固定資産売却益                       １千円 

  第２項 過年度修正益                        １千円 

  第３項 その他特別利益                       １千円 



支     出 

 第１款 営業費用                 ２０２，６６２，３０６千円 

  第１項 競馬開催費用              １９４，９９３，５５６千円 

  第２項 場間場外費用                ６，８７２，７３０千円 

  第３項 一般管理費                   ３３７，４０９千円 

  第４項 償却費                     ４５８，６１１千円 

 第２款 営業外費用                    ８８９，２１１千円 

  第 1項 支払利息                          １千円 

  第２項 株式配当金配分金                ３２６，４７２千円 

  第３項 公課費                     ５４７，６１１千円 

  第４項 その他営業外費用                 １５，１２７千円 

 第３款 特別損失                      ３４，４０６千円 

  第１項 固定資産除却損                  ３４，４０４千円 

  第２項 過年度修正費用                       １千円 

  第３項 その他特別損失                       １千円 

 第４款 予備費                    １，０００，０００千円 

  第１項 予備費                   １，０００，０００千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支 

出額に対し不足する額２４８，０７３千円は、損益勘定留保資金から補てんするものと

する）。 

収     入 

 第１款 資本的収入                          ３千円 

  第１項 補助金                           ２千円 

  第２項 固定資産売却代金                      １千円 

支     出 

 第１款 資本的支出                    ２４８，０７６千円 

  第１項 建設改良費                   ２４８，０７６千円 

 

（一時借入金） 

第５条 一時借入金の限度額は、３，０００，０００千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定め

る。 

 (1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当、退職給付引当金繰入額、賞与引当金繰入額、



法定福利費引当金繰入額及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同

一款内でこれらの経費の各項の間の流用。 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に

流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

 (1) 職員給与費（報酬、給料、職員手当、退職給付引当金繰入額、賞与引当金繰入額、

法定福利費引当金繰入額及び共済費） １，１２６，２０９千円 

 

（たな卸資産の購入限度額） 

第８条 たな卸資産の購入限度額は、９４，７３４千円と定める。 

 

（重要な資産の取得） 

第９条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

         種    類    名    称       数   量 

 取得する資産  什 器 備 品    投票端末機           １式 

          

 

令和７年２月１８日 提出 

特別区競馬組合管理者 近 藤  弥 生 


